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令和8年2月18日

越前市議会議場

午前10時



議案第１７号 

 

   越前市行政手続条例の一部改正について 

 越前市行政手続条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  令和８年２月１８日提出 

 

                       越前市長 平 林  透  

 

 

越前市行政手続条例の一部を改正する条例 

越前市行政手続条例（平成１７年越前市条例第２８号）の一部を次のように改

正する。 

第１５条第３項中「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに

当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する

旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示すること」を「公示の方法」に改め、同

項後段を削り、同条に次の１項を加える。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、

第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる

事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨（以下この項において「公

示事項」という。）を規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することが

できる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所

の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面

に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによっ

て行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日から２週間を

経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 

第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。 

第２２条第３項中「第１５条第３項」及び「同条第３項」の次に 「及び第４項」

を、「と、」の次に「同項中」を加え、「掲示を始めた日から２週間を経過した」を

削り、「、掲示を始めた」を「、当該措置を開始した」に改める。 



第２９条中「第１５条第３項及び」の次に「第４項並びに」を加え、「「同項第

３号」を「同条第４項中「第１項第３号」に、「同条第３号」を「第２８条第３号」

に、「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に、「第１５条第３項後段」を「第

１５条第４項後段」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年５月２１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の越前市行政手続条例第１５条第３項及び第４項の規

定 （これらの規定を同条例において準用する場合を含む。）は、この条例の施行

の日以後にする通知について適用し、同日前にした通知については、なお従前

の例による。 



議案第１８号 

 

   議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を次

のとおり制定する。 

  令和８年２月１８日提出 

 

越前市長 平 林  透  

  

 

 

   議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１７年越前市条例第

４３号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「４６５，０００円」を「５０２，０００円」に、「４０７，０００円」

を「４４０，０００円」に、「３８７，０００円」を「４１８，０００円」に改め

る。 

   附  則  

 この条例は、令和８年８月１日から施行する。 



議案第１９号 

 

   越前市国民健康保険税条例の一部改正について 

 越前市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  令和８年２月１８日 

 

越前市長 平 林  透   

 

 

   越前市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

越前市国民健康保険税条例（平成１８年越前市条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第１項第１号中「及び介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「介護

納付金」という。）」の次に「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６

５号）の規定による子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・

子育て支援納付金」という。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

(4) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保

険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会計

において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる

部 分 に 限 る 。 ） に 充 て る た め の 国 民 健 康 保 険 税 の 課 税 額 を い う 。 以 下 同

じ。） 

 第２条に次の１項を加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項の

世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定

した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に、当該

世帯に属する１８歳以上被保険者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。

以下「法」という。）第７０３条の４第３０項に規定する１８歳以上被保険

者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割額を加算

した額とする。ただし、加算後の額が３万円を超える場合においては、子ど



も・子育て支援納付金課税額は、３万円とする。 

 第 ３ 条 第 １ 項 中 「 地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ２ ６ 号 。 以 下 「 法 」 と い

う。）」を「法」に、「第７条及び第１１条」を「第６条、第９条及び第１２条」

に、「１００分の６．７」を「１００分の６．３」に改める。 

 第４条を削る。 

第５条中「２６，７００円」を「２７，０００円」に改め、同条を第４条と

する。 

 第６条第１号中「２３，４００円」を「２１，０００円」に改め、同条第２号

中「第１０条」を「第８条、第１４条」に、「１１，７００円」を「１０，５０

０円」に改め、同条第３号中「第１０条」を「第８条、第１４条」に、「１７，

５５０円」を「１５，７５０円」に改め、同条を第５条とする。 

 第７条中「１００分の２．６」を「１００分の２．７」に改め、同条を第６条

とする。 

 第８条を削り、第９条を第７条とし、第１０条を第８条とする。 

 第１１条中「１００分の２．２」を「１００分の２．１」に改め、同条を第９

条とする。 

 第１２条を削り、第１３条を第１０条とし、第１４条を第１１条とし、同条の

次に次の４条を加える。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割

額） 

第１２条 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００分の

０．２を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額） 

第１３条 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について６００円

とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以

上被保険者均等割額） 

第１３条の２ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保



険者１人について５０円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別

平等割額） 

第１４条 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応

じ、１世帯についてそれぞれ当該各号に定める額とする。 

 (1) 次号及び第３号に掲げる世帯以外の世帯 ４００円 

(2) 特定世帯 ２００円 

 (3) 特定継続世帯 ３００円 

 第２６条第１項各号列記以外の部分中「並びに同条第４項」を「、同条第４項」

に改め、「１７万円）」の次に「並びに同条第５項本文の子ども・子育て支援納

付金課税額からキからケまでに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額

が３万円を超える場合には、３万円）」を加え、同項第１号ア中「１８，６９０

円」を「１８，９００円」に改め、同号イ（ア）中「１６，３８０円」を「１４，

７００円」に改め、同号イ（イ）中「８，１９０円」を「７，３５０円」に改め、

同号イ（ウ）中「１２，２８５円」を「１１，０２５円」に改め、同号に次のよ

うに加える。 

キ  国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額  被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について ４２０円 

ク  国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１

８歳以上被保険者均等割額  １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人について ３５円 

 ケ  国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) （イ）及び（ウ）に掲げる世帯以外の世帯 ２８０円 

(ｲ) 特定世帯 １４０円 

(ｳ) 特定継続世帯 ２１０円 

 第２６条第１項第２号ア中「１３，３５０円」を「１３，５００円」に改め、

同号イ（ア）中「１１，７００円」を「１０，５００円」に改め、同号イ（イ）



中「５，８５０円」を「５，２５０円」に改め、同号イ（ウ）中「８，７７５円」

を「７，８７５円」に改め、同号に次のように加える。 

キ  国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額  被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について ３００円 

ク  国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１

８歳以上被保険者均等割額  １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人について ２５円 

ケ  国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) （イ）及び（ウ）に掲げる世帯以外の世帯 ２００円 

(ｲ) 特定世帯 １００円 

(ｳ) 特定継続世帯 １５０円 

 第２６条第１項第３号ア中「５，３４０円」を「５，４００円」に改め、同号

イ（ア）中「４，６８０円」を「４，２００円」に改め、同号イ（イ）中「２，

３４０円」を「２，１００円」に改め、同号イ（ウ）中「３，５１０円」を「３，

１５０円」に改め、同号に次のように加える。 

キ  国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額  被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について １２０円 

ク  国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１

８歳以上被保険者均等割額  １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人について １０円 

ケ  国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) （イ）及び（ウ）に掲げる世帯以外の世帯 ８０円 

(ｲ) 特定世帯 ４０円 

(ｳ) 特定継続世帯 ６０円 

 第２６条第２項第１号ア中「４，００５円」を「４，０５０円」に改め、同号



イ中「６，６７５円」を「６，７５０円」に改め、同号ウ中「１０，６８０円」

を「１０，８００円」に改め、同号エ中「１３，３５０円」を「１３，５００円」

に改め、同項に次の１号を加える。 

(3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保

険者均等割額  次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人につ

いて次に定める額 

ア 前項第１号キに規定する金額を減額した世帯 ９０円 

イ 前項第２号キに規定する金額を減額した世帯 １５０円 

ウ 前項第３号キに規定する金額を減額した世帯 ２４０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ３００円 

 第２６条第３項各号列記以外の部分中「及び」を「並びに」に改め、「被保険

者均等割額」の次に「及び１８歳以上被保険者均等割額」を加え、同項第２号中

「第５条」を「第４条」に改め、同項第３号中「第７条」を「第６条」に改め、

同項第４号中「第９条」を「第７条」に改め、同項第５号中「第１１条」を「第

９条」に改め、同項第６号中「第１３条」を「第１０条」に改め、同項に次の３

号を加える。 

 (7) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所

得割額  当該出産被保険者につき第１２条の規定により算定した所得割額

の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に

属する月数を乗じて得た額 

(8) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額  当該出産被保険者につき第１３条の規定により算定し

た被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合に

あっては、その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出

産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(9) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

１８歳以上被保険者均等割額  当該出産被保険者につき第１３条の２の規

定により算定した１８歳以上被保険者均等割額（第１項に規定する金額を

減額するものとした場合にあっては、その減額後の１８歳以上被保険者均



等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当

該年度に属する月数を乗じて得た額 

第２６条に次の１項を加える。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達する日以後の最初

の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）

がある場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付

金課税額の被保険者均等割額（第１項、第２項又は前項に規定する金額を減

額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額。以下こ

の項において同じ。）は、当該被保険者均等割額から、当該納税義務者の世

帯に属する１８歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額に相当する

額を減じて得た額とする。 

 附則第５項、第６項及び第８項から第１５項までの規定中「第７条、第１１条」

を「第６条、第９条、第１２条」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ この条例による改正後の越前市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康

保険税については、なお従前の例による。 

 



議案第２０号 

 

   越前市介護保険条例の一部改正について 

 越前市介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

令和８年２月１８日提出 

 

越前市長 平 林  透  

 

   越前市介護保険条例の一部を改正する条例 

 越前市介護保険条例（平成１８年越前市条例第９号）の一部を次のように改正

する。 

附則に次の１条を加える。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１０条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において当該保険

料を賦課する市町村に住所を有しない者を除き、令和８年度分の地方税法の

規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住

所を有する者（同法第２９４条第３項の規定により当該市町村の住民基本台

帳に記録されている者とみなされた者を含む。）に限る。以下この条におい

て同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得（所得税法第２８条

第１項に規定する給与所得をいう。以下この条において同じ。）が含まれて

いる者（同年中の給与等（同項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収

入金額が５５万千円以上６５万千円未満である者に限る。）の令和８年度に

おける保険料率の算定についての第７条第１項（第６号ア、第７号ア、第８

号 ア 、 第 ９ 号 ア 、 第 １ ０ 号 ア 、 第 １ １ 号 ア 及 び 第 １ ２ 号 ア に 係 る 部 分 に 限

る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「租税特別措置法」とある

のは、「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給

与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２

項の規定によって計算した金額に令和７年中の同条第１項に規定する給与等

の収入金額から５５万円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税



特別措置法」とする。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている

者（同年中の給与等収入金額が６５万千円以上１６１万９千円未満である者

に 限 る 。 ） の 令 和 ８ 年 度 に お け る 保 険 料 率 の 算 定 に つ い て の 第 ７ 条 第 １ 項

（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア及び

第１２号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中

「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第

２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の

金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に１０万円を加え

た額によるものとし、租税特別措置法」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている

者（同年中の給与等の収入金額が１６１万９千円以上１９０万円未満である

者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第７条第１項

（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア及び

第１２号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中

「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第

２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の

金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に６５万円から令

和７年給与所得控除額（令和７年中の所得税法第２８条第１項に規定する給

与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する

法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第

５の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所

得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。）を控除して得た額を加

えた額によるものとし、租税特別措置法」とする。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 



議案第２１号  

 

   越前市中小企業等経営安定対策利子補給基金条例の廃止について  

 越前市中小企業等経営安定対策利子補給基金条例を廃止する条例を次のとおり

制定する。  

  令和８年２月１８日提出  

 

越前市長 平 林  透  

 

 

   越前市中小企業等経営安定対策利子補給基金条例を廃止する条例  

 越前市中小企業等経営安定対策利子補給基金条例（令和３年越前市条例第７号）

は、廃止する。  

   附  則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ 越前市中小企業等経営安定対策利子補給基金の令和７年度の収入及び支出並

びに決算については、なお従前の例による。  

３ 越前市中小企業等経営安定対策利子補給基金に属する資産及び債権債務並び

に出納閉鎖後の歳計剰余金は、その出納の完結の際、越前市一般会計に帰属す

るものとする。  



議案第２２号 

 

   越前市火入れに関する条例の一部改正について 

 越前市火入れに関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  令和８年２月１８日提出 

 

越前市長 平 林  透   

 

 

越前市火入れに関する条例の一部を改正する条例 

越前市火入れに関する条例（平成１７年越前市条例第１４９号）の一部を次

のように改正する。 

 第１４条中「、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された」を「若しくは乾燥

注意報が発表された場合又は林野火災注意報（南越消防組合火災予防条例（昭和

４８年南消組条例第８号）第３２条の８第１項に規定する林野火災に関する注意

報をいう。）若しくは火災警報（消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２２条

第３項に規定する火災に関する警報をいう。）が発せられた」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



議案第２３号  

 

越前市都市公園条例の一部改正について  

越前市都市公園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

  令和８年２月１８日提出  

 

越前市長 平 林  透  

 

 

越前市都市公園条例の一部を改正する条例  

越前市都市公園条例（平成１７年越前市条例第１７６号）の一部を次のように

改正する。  

別表第６第２項の表中「５００円」を「３００円」に、「２００円」を「１０

０円」に改める。  

別表第８中「武生東運動公園・家久スポーツ公園」を「武生東運動公園ソフト

ボール場」に改める。  

別表第１６を別表第１７とし、別表第１２から別表第１５までを１表ずつ繰り

下げ、別表第１１の次に次の１表を加える。  

別表第１２（第１０条関係）  

  家久スポーツ公園ソフトボール場  

 １  ソフトボール場使用料 

使用区分 平日 土曜日・日曜日・

休日 

午 前 ９ 時 か ら

午後５時まで 

午後５時から午

後１０時まで 

午 前 ９ 時 か ら 午

後１０時まで 

無 料 試 合

及び練習 

１ 面 １ 時

間につき 

５００円 ６００円 ６００円 

有料試合 ２，０００円 ２，５００円 ２，５００円 



 

摘要 

１ 使用者が本市住民以外の場合の使用料は、各使用料の５割増しとする。

この場合、１０円未満の端数は切り捨てる。 

２ 使用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間として計算する。 

 ２  ソフトボール場照明施設使用料 

使用区分 使用料（１時間につき） 

無料試合及び練習 市内チーム ３，０００円 

市外チーム ６，０００円 

有料試合 １２，０００円 

摘要 

１ 照明施設を２分の１に減光して使用する場合は、半額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間として計算する。 

３ 照明施設の使用は、４月１日から１０月３１日までとする。 

 附  則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この条例の規定による改正後の越前市都市公園条例（以下「新条例」という。

）の使用料に係る規定は、令和８年４月１日以後の使用について適用する。  

（準備行為）  

３ 新条例の規定による使用料の徴収に係る必要な手続その他の行為については、

この条例の施行の日前においても行うことができる。  

 



議案第２４号  

 

越前市空家等の適切な管理に関する条例の一部改正について  

越前市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制

定する。  

  令和８年２月１８日提出  

 

越前市長 平 林  透   

 

 

越前市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例  

越前市空家等の適切な管理に関する条例（平成２８年越前市条例第９号）の一

部を次のように改正する。  

第７条の見出しを「公表等」に改め、同条第３項中「前２項」を「前３項」に

改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「前２項」に、「公表」

を「公表等」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加え

る。  

２ 市長は、法第１３条第１項又は第２２条第１項の規定による指導を受けた所

有者等が正当な理由なく当該指導に従わないときは、当該指導に係る空家等の

隣地に存する住家の居住者、区長その他規則で定める利害関係者に対して、必

要に応じて、当該指導に従わない所有者等の住所及び氏名（法人にあっては、

主たる事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名）その他規則で定め

る事項を提供することができる。  

  第９条第３項を削り、同条第４項中「前３項」を「前２項」に改め、同項を同

条第３項とする。  

   附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 



議案第２５号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和７年度越前市一般会計補正予

算（第９号）について別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、

これを報告し、承認を求める。 

  令和８年２月１８日提出 

 

                       越前市長 平 林  透    

   



報告第１号 

 

   賃貸借契約の締結の報告について 

 議会の議決に付すべき契約以外の契約の報告に関する条例第２条に規定する賃

貸借契約の締結について、同条の規定により、次のとおり報告する。 

  令和８年２月１８日提出 

 

                       越前市長 平 林  透  

  

 

市が賃借人となる契約金額２，０００万円以上の賃貸借契約 

契 約 の 名 称 
学校ＩＣＴ再構築事業に係るセンターサーバ等整備賃貸

借 

契 約 の 目 的 
既存機器の老朽化に伴う学校ＩＣＴ再構築事業に係るセ

ンターサーバ等の整備及び賃貸借 

契 約 の 金 額 ３４３，０９０，０００円 

契 約 の 方 法 一般競争入札による契約 

契 約 の 相 手 方 の 

住 所 及 び 氏 名 

(1) 福井市豊島１丁目３番１号 

  三谷商事株式会社 

(2) 福井市豊島１丁目３番１号 

フェニックスリース株式会社 

契約締結の年月日 令和７年１０月３日 

契 約 の 期 間 
令和８年３月１日から令和１３年２月２８日まで 

（賃貸借の期間） 

所 管 課 教育委員会事務局教育振興課 

 



報告第２号 

 

   賃貸借契約の締結の報告について 

 議会の議決に付すべき契約以外の契約の報告に関する条例第２条に規定する賃

貸借契約の締結について、同条の規定により、次のとおり報告する。 

  令和８年２月１８日提出 

 

                       越前市長 平 林  透   

 

 

市が賃借人となる契約金額２，０００万円以上の賃貸借契約 

契 約 の 名 称 ＧＩＧＡスクール端末等賃貸借（令和７年度調達分） 

契 約 の 目 的 
市内の小中学生用タブレット５，５１１台及び周辺機器

の賃貸借 

契 約 の 金 額 １４３，６１６，０００円 

契 約 の 方 法 指名競争入札による契約 

契 約 の 相 手 方 の 

住 所 及 び 氏 名 

(1) 福井市豊島１丁目３番１号 

フェニックスリース株式会社 

(2) 福井市豊島１丁目３番１号 

  三谷商事株式会社 

契約締結の年月日 令和７年１０月１７日 

契 約 の 期 間 
令和８年３月１日から令和１３年２月２８日まで 

（賃貸借の期間） 

所 管 課 教育委員会事務局教育振興課 

 


